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季考査亘亭‾  

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議  

「重点戦略の策定に向けての基本的な考え方」（中間報告）の概要  

重点戦略策定に向けての基本的な考え方を中間的に整理したもの。今後、19年末を目途に、具体的  
施策についての検討を進め、税制改正等の議論を見極めつつ、重点戟略の全体像をとりまとめ。  

更なる少子化の進行とその原因・背景  

○新人口推計では一層急速な少子化の進行が予測されているが、これは決して国民が望んだものでは  

なく、国民の結婚や出産・子育てに対する希望と実態の帝離が拡大  

○国民の結婚や出生行動に影響を及ぼしていると考えられる要素  

「結婚」…経済的基盤や雇用・キャリアの将来の見通し、安定性  

「出産」…子育てしながら就業継続できる見通しや仕事と家庭生活の調和の確保度合い  

（特に第2子以降）夫婦間の家事・育児の分担度合いや育児不安の度合い  

○背景には、「就業継続希望と結婚・出産・育児の希望との二者択一を迫られる構造」、多様な働き方  

の選択ができないことや、非正規労働者の増大、長時間労働など「働き方をめぐる様々な課題」が存在  

今後の人口構造の変化を展望した戦略的対応の必要性  

○①国民の希望する結婚や出産・子育ての実現により少子化の流れを変える   

②若者、女性、高齢者の就業促進を図る  

の2つの要請に対して、戦略的に、しかも同時に応えていく必要   

→「ワークうイブ・バランスの実現を目指した働き方の改革」が最優先の課題  

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）実現の重要性  

O「ワーク・ライフバランスの実現」…個人が仕事上の責任を果たしつつ、結婚や育児をはじめとする家  

族形成のほか、介護やキャリア形成、地域活動への参加等、個人や多様なライフスタイルの家族がラ  

イフステージに応じた希望を実現できるようにすること  

○（工）国民一人ひとりが自らの望む生き方を手にすることができる社会の実現   

②労働力確保等を通じた我が国社会経済の長期的安定・持続可能性の確保  

の達成を目指す我が国社会にとって必要不可欠な改革  

○ワーク・ライフ・コンフリクトは、企業内の雇用慣行や職場風土だけでなく、家庭内の事情や取引先等企  

業間の関係、地域や社会サービスとの関係からも発生。その解消を図り、個人にとっても社会にとって  

も企業にとっても望ましい豊かな社会の実現の基盤となるワーク・ライフ・バランスを実現することは、個  

別の労使のみならず、社会全体で取り組むべき課題  

2 諸外国の家族政策の教訓、これまでの我が国の少子化対策の評価と課題  

近年の諸外国の家族政策の基本方向の分析t評価  

01990年代以降の諸外国の家族政策は、経済支援中心から「両立支援」を目指したサービス支援へ  
と転換  

○少子化対策の成功例とされるフランスやスウェ一デンでは、長時間労働は少なく、多様な働き方が可  

能。また、多様な働き方に対応できる柔軟なサービス提供が実施。（この結果、既婚女性の労働力率  
は8割程度、3歳未満児の4～5割が認可保育サービスを利用。）  

○家族政策関連支出の規模は、我が国がGDP比0．75％、アメリカが0．7％であるのに対し、欧州諸国で  

は概ねGDP比の2～3％を投入（いずれも事業主拠出を含む）。  

我が国の少子化対策の課題  

○質・量両面でのサービス基盤の整備（特に、育児休業明けなど3歳未満の弾力的な保育）  

○働き方の改革に向けた取組の弱さ（ワーク・ライフ・コンフリクトの増大）  

○施策間の整合性・連携の欠如・政策の一元性・サービスの一貫性の欠如（育児休業利用の増加が   

就業継続の増加につながっていないこと、産休・育休から保育サービスヘの切れ目のない移行など）  

○税制や年金・医療等の他の社会保障制度をも視野に入れた対策の弱さ  

○手厚い家族政策を支える国民負担についての国民合意の不形成（フランスでは、国民負担率は6割   

以上、事業主が給与総額の5．4％（給付総額の約50％に相当）を家族政策の財源として拠出）   



働き方の改革によるワークうイプリ〈ランスの実現  

○労使の自主的な取組を基本に置きつつ、政府において、制度的な枠組みの構築や基盤整備等を通  

じて、社会全体の取組となるよう促進、支援  

○地域の労使団体を中心とし、それに国、地方公共団体を加えた地域において「働き方の改革」を具  

体的に推進する体制の構築  

O「ワーク・ライフ・バランス憲章」、「働き方の改革を推進する行動指針」を政策のパッケージとして策定  

し、総合的かつ体系的な施策を展開  

包括的な次世代育成支援の制度的枠組みの構築  

○ワーク・ライフ・バランスの実現を支える子育て支援サービスの基盤整備については、すべての子ども  

の育ちを支え、子どもの成長を育むすべての家族を地域全体で支え、当事者である親も責任を持って  

それに主体的に参画していくという理念に立ち、進めていく  

03歳未満児に対する家庭的保育（保育ママ）の充実を含めた多様で弾力的な保育の拡充、子育て家  

庭がその生活圏内で利用できる地域子育て支援拠点等の子育て支援サービスの面的な整備、産休・  

育休から保育サービスヘの移行等利用者本位の切れ目ない支援を提供できる包括的な次世代育成  

支援の制度的な枠組みの構築  

○すべての子ども、すべての家庭を応援する観点に立った、児童虐待や障害、母子家庭等困難な状  

況にある子どもや家族に対する支援の強化  

税制・他の社会保障制度での対応を含めた総合的対応  

○子育てしながら就業継続する受け皿となる社会サービス基盤の整備と長時間労働の改善や多様な  

働き方が可能となる働き方の改革の双方を総合的に進める必要  

○税や社会保障制度をはじめ幅広い分野において、働き方がより自由に選択できる制度や運用のあり  
方について総合的に検討  

○実効ある対策を進めていくための一定規模の財政投入に必要な財源についての、税制改革や社会  

保障制度改革の中での総合的な検討  

少子化対策への効果的な財政投入  

○諸外国の家族政策関連支出の規模と我が国の状況を比較したとき、働き方・男性の育児参加などの  

社会状況や負担に対する国民意識の違いに留意が必要な一方、有効な少子化対策の実施のために  
は、一定規模の効果的財政投入の検討を行うことも必要  

○これを次世代の負担によって賄うことのないよう、必要な財源は現時点で手当する必要  

○個別施策の実効性の検証、現物給付・現金給付のバランス等を配慮しつつ、我が国において実効あ  

る家族政策を持続的に展開するための財源規模や負担のあり方について、税制の抜本的見直しの議  
論と並行して国民的議論を行うことが必要  

施策の実効性の担保一効果的かつ計画的な施策の遂行  

○重点戦略に沿った具体的な施策の見直しを進めるとともに、その実効性を担保するため、  

・利用者の視点に立って施策の有効性を点検・評価するための手法の開発  

・数値目標の見直しや新たな数値目標の設定を含めた「子ども・子育て応援プラン」の改定や次世代   

育成支援に関する地域行動計画の見直しを進め、PDCAサイクルを定着させ、効果的かつ計画的な   

施策遂行   



【各分科会における議論の整理の概要】  

1基本戦略分科会（主査‥吉川洋東京大学大学院経済学研究科教授）  

諸外国の家族政策（少子化社会対策）の動向から見た今後の対策の方向性  

○諸外国の家族政策の動向をみると、総じて1990年代以降、経済的支援中心から保育サー   

ビスの充実、さらには育児休業制度の整備など、仕事と家庭の両立支援を軸に展開（フラン   

ス、ドイツ、アメリカの例を紹介）  

○少子化対策の成功例とされる諸国（フランス・スウェーデン）は、男女とも長時間労働が少なく   

多様な働き方が可能であり、3歳未満児の保育サービス利用率は40％を超えている（日本は   

20％）。  

○これらの国では、高い出生率を実現しながら同時に既婚女性の労働力率が8割に達している  

我が国の現状からみた課題  

○我が国では就労継続と結婚・子育てが二者択一（出産後も就労継続を希望する女性は6割   

だが、実際に就労継続できている女性は育児休業取得者を加えても3割に止まる）。こうした   

構造のままでは、持続的な経済社会を支える労働力人口の確保と国民の希望する結婚・出   
産の実現を同時に図ることは困難   

→我が国においても、経済的支援と、仕事と家庭の両立（就労継続と結婚・子育ての両立）  

を可能にする施策とをバランス良く組み合わせて取り組むことが必要   

・子育てをしながら就労継続を可能にする様々な社会サービス（多様な保育サービス・地  

域における子育て支援サービス等）基盤の整備  

■長時間労働の改善・育児休業や短時間勤務等子育て期における多様な働き方の選択  

肢の拡大など、働き方の改革の推進  

○併せて、産休・育休から保育サービスヘの切れ目のない移行など、多様なサービスが一体的   

に提供できる利用者本位の仕組みを実現するための制度的枠組みのあり方についての検討   

も必要  

家族政策（少子化社会対策）の財源  

○我が国の家族政策関連支出の規模は対GDP比0．75％、アメリカは約0．7％であるのに対し、   
欧州諸国は概ね2～3％を投入（いずれも事業主拠出を含む）。  

○働き方・男性の育児参加などの社会状況や負担に対する国民意識が異なることには留意が   

必要である一方、有効な少子化対策のため、一定規模の効果的財政投入の検討も必要   

個別施策の実効性の検証、現物給付・現金給付のバランス等を配慮しつつ、実効ある家族   

政策を持続的に展開するための財源規模や負担の在り方について、税制の抜本的見直しの   
議論と並行して国民的議論を進めることが必要   

☆出生率回復を実現しているフランスにおいて展開されている家族政策を我が国の人口規  

模・人口構成で実施するとした場合、給付規模は約10．6兆円に相当。なお、フランスにお  
いては給付総額の約50％を事業主が拠出。また、国民負担率は6割以上   

☆必要な財源は次世代に負担を先送りしないよう現時点で確保することが必要   



2 働き方の改革分科会（主査＝樋口美雄慶応義塾大学商学部教授）  

問題の所在 －ワーク・ライフ・コンフリクトの増大－  

○若年非正規労働者の増加   

→不安定な雇用、キャリアの将来見通しが描けないことが若年層の結婚・出生行動に大き  
な影響  

○正規労働者の長時間労働   

→家族との時間が持てない、仕事以外のやりたいことに取り組めない、仕事と子育てのどちら  
かをあきらめなければならない状況→妊娠・出産を機に7割の女性労働者が離職  

○働き方の二極化（過密労働の正規労働者と経済基盤が確保できない非正規労働者）   

→労働者にとっての希望と現実の奉離の拡大、企業にとっての人材有効活用上の制約  

○総じて、仕事と生活との調和が図れないこと（ワークうイブ・コンプt」クト）が、個人や家族の結   

婚・出生行動に大きな影響を与え、今後の少子化の進行や将来の労働力人口の一層の減   
少を招来  

○労働力人口の減少の加速は、企業の長期的経営活動にも大きな制約要因であり、社会保   

障における現役世代の負担増大など、社会システムの持続可能性にも大きな影響  

目指すべき「働き方の改革」 －ワーク・ライフリベランスの実現－  

○個人が、仕事上の責任を果たしつつ、家族形成やキャリア形成、地域活動への参加など個   
人や家族のライフステージに応じた多様な希望の実現を可能にする働き方の実現。  

一若者の結婚・家族形成を可能にする「就業による経済的自立」   

・長時間労働抑制・年次有給休暇取得促進等による「家族の絆を深める時間の確保」   

・若年期、子育て期、子育て後、高齢期など個人や家族のライフステージに応じた多様な  
働き方・柔軟な労働時間の選択を可能にする社会の形成   

・豊かでゆとりある生活の実現や中長期的観点からの職業キャリアの形成、地域活動・  
社会貢献などへの参加を可能にする休暇の取得   

・仕事の進め方・働き方の見直しによる生産性の向上  など  

「働き方の改革」に向けた取組の支援  

○ 労使の自主的取組の支援など、政府による社会全体のワーク・ライフ・バランス実現に向け   
た制度的な枠組みの構築や基盤整備の推進  

○ 働き方改革に向けた意識改革のための国民運動の推進  

○ 政策のパッケージとしての「ワークうイフ1バランス憲章」「働き方の改革を推進する行動指   

針」の策定  

○ 地域における具体的取組み推進のための体制の構築   
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4 点検・評価分科会（主査＝佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授）  

重点テーマの設定  

○ 人口構造の変化に関する特別部会の議論の整理、「子ども・子育て応援プラン」の進捗状   
況、内閣府ホームページの意見募集に寄せられた意見などをもとに、「継続就業環境整備」、  
「保育環境の整備」、「育児不安の解消」という3つの重点テーマを設定し、集中的に議論  

問題の所在  

○ 継続就業環境整備  

育休制度等の両立支援制度が十分に機能していない要因として、制度の利用が職場の   
業務遂行に支障が出るような業務管理・時間管理などの仕事の仕方になっていることが   

ある  

○ 保育環境整備  

現在の保育環境整備は、フルタイム労働、長時間労働を当然視する働き方を前提とした   
保育ニーズに基づいて進められており、短時間勤務等の多様で柔軟な働き方に対応できて   
いない。また、今後の有配偶女性の労働力率の上昇を踏まえると、特に3歳未満児の保育   
サービス需要が一層高まる見込み  

○ 育児不安の解消  

長時間労働等により子育てに十分な時間がかけられないことなどから、特に在宅で子育て   
をする母親の育児不安が増大  

○ 共通する課題  

上記の問題点の背景には、従来の仕事優先の働き方があり、仕事と生活の調和（ワーク・   
ライフ・バランス）に対する国民のニーズに十分対応できていない   

→ ワーク1ライフリヤランスの実現は、女性が継続就業しやすくなるだけでなく、子どもや家  
族と過ごす時間が増え、子どもの健全な育ちに資する。また、企業にとっても、仕事の仕  
方の見直し等により、企業の生産性向上、労働者の仕事の意欲の向上や必要な人材確  
保につながる  

今後の方向  

○ 問題の所在でみたとおり、ワークライフバランスの実現に向けた環境整備は、「継続就業環   
境整備」、「保育環境の整備」、「育児不安の解消」のすべてにおいて最も重要な課題であり、   
国、地方公共団体、企業、地域社会等が連携して取り組む必要   

→ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組は、家族や地域のあり方を大きく変えることに  
つながる   
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1 育児・介護期の柔軟な働き方の充実  

（：1）勤務時間短縮等の措置  

（2）労働政策研究・研修機構「仕事と生活の調和 体系的両立支援の構築に向けて」   

（平成19年4月）  

① 両立支凄策としての在宅勤務制度導入の実態（対企業（ヒアリング調査））  

図表2－4－9 ヒアリング対象企業の概要  
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図表2－4－10 ヒアリング対象企業各社の在宅勤務制度等の概要（1）  
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図表2・4・11ヒアリング対象企業各社の在宅勤務制度等の概要（2）  
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瓦表2－4－12 育児期における在宅勤務実施者の概要  

配偶軍 一丈施者の脆性 室「禦  諾施形良巨      その他  
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（3）労働政策研究・研修機構「介護休業制度の利用拡大に向けて－「介護休業制度の利  

用状況等に関する研究」報告書－」（平成18年11月）   

① 現在の勤務先にある介護支援制度・支援策、実際に行っている内容（対労働者）  

図3．4．1．現在の勤務先にある介護支援制度・支援策  

研ん  75％  10U％  

介護休業制度（N＝595）   

始業・終業峠を】」げ〕繰上げ・繰Fげ  

佃＝596）  

短時間勤務制度（N＝5q7）  

7しックスタイム 佃＝597）  

残業や休日労働ノ）免除  

（N＝595）  

会社独自の休暇制度  
（N＝594）  

介護経費の緩軌（N＝595）  

在宅勤務（N＝592）  

□職場にある ロわからない ■職場にない  

※現在、雇用経験サンプ′し  

図3．4．2．現在、仕事で行っている内容  

0｛施  25（‰  5（）％  75％  100りら  

残業や休日労働をしない（N＝613）  

1日の労働時間の短縮（N＝6コ0）★  

始業・終業時刻の  

繰上げ・繰下げ（N＝612〕★   

1週間の労働日数の短縮（Nこ6ほ）★  

自宅で仕事をする（Nこ610）  

フレックスタイム（N＝60酎★  

勤務先からの介護経費の  

受給（N＝611）★  

★の項目について1つでもしている  

（N＝624）  

※現在、層用経験サンプ′し  

臼現在してし、ない  □現在している   

★の項目   

1日の労働時間の短縮   

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ   勤務時間短縮等の措置に関わる  

1週間の労働日数の短縮   
労働時間の調整   

フレックスタイム   以下、「労働時間の調整」と略す   

勤務先からの介護経費の受給   
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② 勤務先の支援策の有無と行っている内容（対労働者）  

図3．4．3．勤務先の支援策の有無と行っている内容  

（％）  
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残業や休日労働をしない（ト＝575）  

1日の労働時間の短縮（N＝584）  

1週間の労働日数の短縮（N＝582）   

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ  
（N＝577）  

フレックスタイム（N＝573）  

自宅で仕事をする（N＝572）   

勤務先からの介護経費の受給0・  

（N＝576）  

■支援策はあるが、   
現在していない   

□支援策があり、  ロ支援策はないが、   
現在している  現在している  

※現在、雇用経験サンプル  
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（4）内閣府「企業における子育て支援とその導入効果に関する調査研究」（平成18  

年3月）   

① 両立支援制度導入状況（対企業）  

図表2－1両立支援制度導入状況  

育児休業制度について就業規則に明記  

法定を超える育児休業制度麗諾珊244  

子の病気のため看護などで休める  

有給休暇の半日単位での使用  

短時間勤蘭ができる  

フレックスタイム制  

始業・終業時刻の線上げ、繰り下げ  

所定外労働を免除  

在宅勤務ができる  

残業時間の削減  

妊産婦が弾力的な労働時間がとれる  

企業独自の家族手当や児童手当  

産休・育児休業中の給与や手当の部分支給  

出産祝・入学祝・入院見舞いなど子への一時金を支給  

育児サービス費用を補助  

育児・教育に関する更用の貸付制度  

事案所内託児所を設置・運営  

外部の育児サービス情報を提供  

育児休業取得者のいる職場lこ代替要員を柾保  

勤務地を限定ないし指定ができる  

育児休業復帰後のキャリア継続のための支援策  

出産・育児で退職した従業員を正社員として再雇用   

出産・育児で退職した従業員を嘱託・契約社員として再雇用  

特に法定外の支援策は行っていない  

無回答  
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② 育児支援制度（短時間勤務制度及び在宅勤務等）の導入事例（対企業（ヒアリ   

ング調査））   

（1）短時間勤務について   

労働時間に関して、従業員が仕事と育児を両立できるよう柔軟に対応している制度として  

は、ヒヤリング調査企業では短時間勤務制度やフレックスタイム制度を導入しているケース  

が多い。  コヤマドライビングスクール  では短時間勤務制度の適用期間を小学校2年生まで、  

医療法人 寿芳会 芳野病院  では小学校1年生までとして、法定を上回る適用期間としてい  

る。さらに、  味の素㈱  では、学童保育の不足など社会的サポートが不十分であることに対応  

して、短時間勤務制度の適用期間をこれまで「子どもが満3歳になるまで」としていたが、  

2004（平成16）年4月より「小学校4年に進級するまでの合計4年間」と改定し、家族の状  

況や自分のキャリアを勘案しながら4年間の適用期間を自分で調整しながら利用できる制度  

へ見直ししているうえ、短時間勤務制度とフレックスタイム制度の併用を認め、従業員に働  

く時間の柔軟性を持たせるような仕組みにしている。   

また、アンケート結果から明らかなように、短時間勤務制度をはじめとする勤務時間の柔  

軟性に関する制度は、非正社員への適用が未だ十二分にされていない状況にあるが、  医療法  

人 寿芳会 芳野病院  では、非正社員に対しても、個人の事情に応じて柔軟に勤務時間帯を  

変更している。  

味の素㈱：短時間勤務制度とフレックスタイム制度との併用、および適用期間の拡   

同社の短時間勤務制度は、1日あたり2時間30分を上限に、30分単位で勤務時間  

の短縮ができる仕組みとなっている。同社はフレックスタイム制度も導入しており、  

短時間勤務制度とフレックスタイム制度の併用も認めている。この場合の月の総労働  

時間は、「1日あたりの短縮時間×出勤義務日数」で算出する。   

短時間勤務制度の適用期間については、これまで休業終了から「子どもが満3歳に  

なるまで」の期間としていたが、保育園から学童保育への移行に伴う社会的サポート  

が不十分であることを鑑み、2004（平成16）年4月より「小学校4年生に進級するま  

での4年間」と対象期間を拡大している。ただし、連続取得は3年間とし、制度利用  

者が自分のキャリアと家族状況を勘案しながら4年間を配分する仕組みとしている。  

なお、次に取得するまでには6か月以上の間隔を空けなければならない。制度利用に  

対する申請は、取得開始日と終了予定日を提示し、その都度行う。同制度利用期間中  

に次の子が誕生した場合は、前の子の取得権利は消滅し、新たに次の子について4年  

間の制度利用権利が与えられる。  

医療法人 寿芳会 芳野病院：非正社員に対する勤務時間帯の柔軟な対応   

子どもを預けてから出勤できるよう、個人の事情に応じて柔軟に勤務時間帯を変更  

し、シフトを組んでいる。   



（4）在宅勤務について   

アンケート調査（Ql）では、在宅勤務ができるようにしている企業の割合は、正社員に  

対して1．5％、非正社員に対して0．5％とわずかであり、同制度の導入が難しいことを示唆す  

る結果となっている。   

同制度の適用者について、ヒヤリング調査企業では希望者すべてに適用するのではなく、  

在宅で業務を遂行することを勘案して裁量労職制の適用対象者に限定して実施している。  

育児在宅勤務制度の整備   

同社では、主任クラス以上に専門業務型、企画業務型の裁量労働制を導入している  

が、子が小学校就学の始期に達するまでの期間は裁量労働制適用対象者に限定して在  

宅勤務を認めている。勤務時間は原則7時間45分である。賃金・賞与iま通常どおり支  

給されるが、1日の勤務時間が7時間45分より短い者は、育児短時間勤務制度の取り  

扱いに準ずる。  

ヨ   



③ 両立支援策でよく利用されているもの（対労働者）  

図表2－10 両立支援策でよく利用されているもの  

育児休業制度  

育児休業ができる日数の延長  

子の病気のため看護などで休める  

有給休暇の半日単位での使用  

短時間勤務  

フレックスタイム制  

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ  

所定外労働の免除  

在宅勤務  

全社的な所定外労働時間の削減  

事業所内託児所の利用  

育児サービス費用の補助  

育児・教育に関する費用の貸付  

外部の育児サービス情報の提供  

勤務地の限定ないし指定  

出産・育児で退職した従業員の正社員としての再雇用   

出産・育児で退職した従集員の嘱託・契約社員としての再雇用  

特に支援策を行っていないので利用はない  

無回答  

0  20  40  6（】  
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④ 短時間勤務利用時の人事労務管理（対企業）  

図表2－ほ 短時間勤務利用時の人事労務管理（業務内容一量・職責範囲）  

全体（N＝1，368）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

「        ■▲’‾‘▲‘‾‾‾岬【‾＋¶仁＋  

ロフルタイム勤務者と短時間勤務をする人で原則差はないロ業務内容・稔責の範囲が変わる  
L□現場に任せている  ロその他  

ヨロ無回答  

図表2－16 短時間勤務時の人事労務管理〈昇給・昇格）  

「……）、……】〉‾、’■‥…“仙■‾“’州T‾】‾■‾叫り川‾一㌦′仙′′Ⅷ－、’、、－－、■＞  

全体（N＝1，368）  

0％  20％  40ラム  60％  80％  10D％  

フルタイム勤器肴を配慮して．短時間勤務者の評価に差を設けるロブルタイム勤務者とは別に、短時間勤務者の基準を設けて評価  

評価上、区分はしていない   ロ無回答  

11   



（5）内閣府「管理者を対象とした両立支援策に関する意識調査」（平成17年5月）   

① 短時間勤務制度利用期間中の利用者の評価（対管理者）  

Ⅴ・短時間勤務制度利用中の評価  

1D短時間勤務制度利用中の利用者の評価は、「時間当たりの成果で評価し、時間   

数の短いことは考えなかった」力てもっとも多くあげられている。  

図表12 短時間勤馴」度利用期間中の利用者の評価（単数回答∩＝219）  

（％）  

40  60  0  20  

時間当たりの成果で吉羽乱・、哺笥瓢湖恩、ことは考えなかった  

自分ほ利用者の人事考言果を行わなわ、った  

ト勿しの仕事量を減らしたことをマイナス評価  

時間当たりの成果が同じでb相野）融通が舌小包、こをマイナ  
ス  

その他  

無回誉   



② 短時間勤務制度利用者の評価に対する会社からの指導や情報提供（対管理者）  

2。短時間勤務制度利用中の利用者の評価の方法については、会社から指導や情報  提供があったかどうかについては、「なかった」が「あった」を上垣っている。  

国表13 短時間勤務制度利用者の言平価に対する会社からの指導や情報提供（単数回答∩＝219）  

也あった  ■なかった  □無回警  

（n＝219）  

1ヨ   



（6）日本労働研究機構「育児や介護と仕事の両立に関する調査報告書」（平成15年   

9月）  

① 仕事と育児を両立しやすくするために推進すべき施策（対労働者）  

図Ⅱ－4 仕事と育児を両立しやすくするために推進すべきと考える施策  

（主なもの1つを回答）   

雇用者計（N＝2047）  

雇用者男性（N＝1042）  

1．5 3．4  

l■C■  

畷用者女性（N＝1005） 

0％  10％  20％  30％  40％   50％  60％   70％  80％  90％  100％  

保育所の整備  
ロー時的な保育など働き方に対応した保育の  

田育児休業制度の充実  
■労働時間の短縮など、働きながら育児をしやすい柔軟ち  

国男性が育児に参加することへの職場や社会環境の整備  

■育児不安やストレスに対する相談  

ロその他  

＿  

表口－2 配偶者の就業状況馴 仕耶と育児を両立しやすくするた晰こ推進すべきと考える施術（主なi，の1つを回答）  

十ヽ1  

育児不安やスト  
特にない  

の推進   保育所の整備  一時的な保育な ど働き方に対応 Lた陳育の充実  育児休莱制度 の充実  労働l時間の短 術など．働きな がら育児をしや すい柔軟な働力   異性が育児に 参加することへ の職場や社会 虎境の整備   レスに対する相 敵  その他  
性雁用者（変は正社風）（N；＝tイ7）   2L．1  トl．3  7．5  17．7  34，7  0．7  ：．r1  2．（l  

性雇用宥（套は正社長以外（バート等））佃＝175）   ＝．9  14．9  5．1  24．6  3t）．O  L1  －】  2．3   
異性犀川宥（架無】馳）（N＝71郎  13．4  11．2  6．R  2L9  3臥1  3．1  l．5  3．9   
女性雇用者（正社風）（N＝396）  21．7  14．1  5．3  33▲l  1日．4  l8  5．1  0．5   
女性雁用者（正社邑以外い〈－ト等））（N＝609）  ■  l  ● ●   

1ヰ   



② 企業が行う育児（介護）支援制度で利用したいもの（対労働者）  

5▲ 育児休業制虔以外の企業が行う育児支援制度  

（1）企業が行う育児支援制度の利用状況  

企業が行う育児支援制度について男女別にみると、男性では、「フレックスタイム」が18．9％と   

なっているD女性では、「残業の免除」が犯7％、「始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げ」が14．5％   

となっているロまた、「何も利用していない」は男性で70・7％、女性で46．5％となっている。   

就業状況別では、「正社員の女性雇用者」では「残業の免除」が28・3％、「1日当たりの勤務時間   

の短縮」が21・5％となっている0また「何も利用していない」が37．1ウイーと他のバク∴一ンと比較して   
低い。  

表Ⅲ－6就業状況別企業が行う育児支援♂一利用状況（複数回答）  

（％）  

始業・終  
何も刷川  
していな  

lFl竺1たり の勤務時  ▼7し・ン・ウ7   賽時刻折  遡 し、  

軋月 15・1 9・7  h・7 1こi・O l・6  2・5  6．1 5．8  コ．5 58日   
畑   3・7 1臥P  5－1 コ・5  5・7  0・7  日  3．5  2．3 14 707   

14・2 11・114・5 11・1 20・7  2・6  3・2  89  り5  36 465   
上貝）（N＝1・17）   4・1 22・4  6・8  2・7  7■5 l▲4  0・7  41 34  ワ0 639   

iて貝以外（パート等り（N＝175）   3・4 15▲4  5・1 コ・3  6・3  0・6  5・7  一拍  り9  ワつ 7rフ0   
こNニ7tbl   3－8 19・0  4・7  2・5  5・2  0・h l・1 √；‘？ －り 11 7日  
：N＝3リbl  2l・518・217・9 4・828・3 3・t）3・0 …1什6 3＿337，1  

ン、外（パ【ト等＝（N二60リ）  9・5 6・612」う15・3ユ5・8 2∴う こミJミ10．2 軋7 3．R52．5   

帯川計計（N＝20471  

男性屈用者計（N＝＝り  

女侶三権川音計（N＝川（  

男性犀川者（射i正H  

男件屈用者（弛ま正臼  

異性配闘省く塑無駄）  

女性雁用者（了E祉墓引  

女性膿川音（正社員t  

表Ⅲ－7 就業状況別 実際は利用していないができれば利用したい企業が行う育児支援（複数回答）  

始薫・終  机Ⅲした  

1日当たり  「／レ・、ノク∴   窯場沌畔｝  瀾 
15．9  29．7  26＿6  23．3  23．0  25．9  25」 32．5 16，9  1．3 10．8   

1  16Ji 27．コ  23．H 16．3 1！）．0 15．6 1（し7  ご7．リ 1軋4  コ．〔） 10．2   

こ一卜等〕）（N二17引   川．3  32．b  27．1 25．7  24．6 1tl．0 17．1 2日．b  2D．0  0．h 12．0  

14、3  32．7  24．6  24．9  23．2 13．3 18．4  30．7 15．1 1．114．5  
21．2  31Jう  29．R  2（i．8  22．7  36．1 二1：1．こう ：汀6 15．4  二．3  5」う   

掛）（N＝6r）9）   13．5  25．1 27．4  20．4  23．5  39．4 ：‡1．2  33．5 18．〔‡ 1．0 10．0   

腫用若潮（N二2047）  

男性桶川者（悲は正社員）（Nニ1  

男性桶川肴（裏は正社員以外巨  

男性雇用者（裏無吼1（Nこ7L6）  

女性雁用者（正社負）（N＝396）  

女性床用計（正社員以外いこ－ト  

図Ⅲ－20（再掲）「利用している」「利用していないがてきれば利用したい」企業が行  

う育児支援制度（複数回答）（N＝2（H7）  

触舶冊脈欄順  

プレ ′ケスんイム制  

在宅労働   

始業・終英昭刻の糠l二げ・繰下げ  

機業の免除  

ベビーンソ中一の滑川補助 2．5  25．l  

託児施云笠の設臥軍営1．6  

休ヒ！労働J〕免鯨  

その他三三コ1・33・8  

0   5  10 15  20  25  30  35  40  45  

愚利用しているロ利用していないができれば利用したし  

（注）F短時間勤務制度】＝rl日当たりの勤務時間の短縮」十「週・目の所定労働日を減らす」。重複  

分は除く。  
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図Ⅳ一10「利用したことがあるJ「実際は利用していないができれば利用したい」  

企業が行う介護支援制度（介護経験者）（複数回答）（N＝418）  

介護費用の補助等1．0  58．1  

始業・終業時刻の繰上げまたは繰下げ  

逓・月の所定労働日を減らす  

1日当たりの勤務時間の短縮  

フレッr′スタイム 2．4  52．4  

残業の免除  

在室勤務0．0  

休日労働〝）免除 2，9  

（％）  て・の他0．0 15．8  

0  10  20    30  40   50    60   70  

取手■鳳＿たことがあるもの  口実際は利用tていないができれば利用Lたい1  

図Ⅳ－11できれば利用したい介護支援制度を実際は利用していない理由  
（利用していないができれば利用したいと回答した者）  

1日当たりの勤務時間の短縮（N【174）  

フレックスタイム（N＝219）   

始業・終業時刻の繰上げまたは繰下げ（N＝214）  

週・月の所定労働日を減らす（N＝216）  

残業の免除（N＝190）  

介護費用の補助等（N＝243）  

在宅勤務（N＝204）  

休日労働の免除（N＝182）  

0％  20％  40％  60％  80％   100％  

画亘頭重垂垂車重画面頭重頭重麺吏三重画亘垂直1  
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